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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第89期

第１四半期連結
累計期間

第90期
第１四半期連結

累計期間
第89期

会計期間
自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

売上高 （千円） 9,631,835 9,305,624 38,068,792

経常利益 （千円） 114,272 79,302 516,801

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（千円） 80,679 65,140 318,452

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 20,502 36,236 484,333

純資産額 （千円） 6,462,414 6,889,947 6,889,977

総資産額 （千円） 16,018,907 17,276,801 16,729,646

１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 8.90 7.18 35.12

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 38.3 38.5 39.5

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。

　　　　４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、政府の各種政策や日銀の金融緩和を背景に、企業業績や雇用環境は

緩やかながらも回復基調で推移しておりますが、一方では、新興国の経済の減速や欧州経済の不振など、依然とし

て景気の先行きは不透明な状況が続いております。

　当社グループにおきましては、このような状況のもと、積極的な営業活動や販売効率の改善、海外事業戦略の強

化に取り組みました。この結果、売上高につきましては、合成樹脂関連は堅調に推移したものの化成品や国内にお

ける電子材料の売上が伸び悩んだこと等により、前第１四半期連結累計期間に比べ減収となりました。利益面にお

きましては、売上減に伴う影響及び海外における製造子会社の収益化の立ち遅れの影響を受け、前第１四半期連結

累計期間に比べ営業利益は減益となりました。これにより、営業外収支の改善も見られたものの、前第１四半期連

結累計期間に比べ経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益についても減益となりました。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ3.4％減の9,305百万円

となり、営業利益は40.0％減の74百万円、経常利益は30.6％減の79百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は

19.3％減の65百万円となりました。

　　セグメントの業績は、次の通りであります。

　①国内法人

　セグメントの「国内法人」には日本国内法人の国内売上と海外売上が計上されており、同海外売上には、東南ア

ジア・中近東・北米・オセアニア等への売上が含まれております。当第１四半期連結累計期間については、合成樹

脂関連の売上伸長があったものの、電子材料や化成品関連の売上が伸び悩んだことにより、当第１四半期連結累計

期間の売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ、4.7％減の8,246百万円となりました。また、営業利益は売上

高の減少に伴い2.4％減の128百万円となりました。

　②在外法人

　セグメントの「在外法人」には在外現地法人の売上が計上されており、同売上には、北米・オセアニア・東南ア

ジア等への売上が含まれております。当第１四半期連結累計期間については、インドネシア製造子会社における生

産増に伴う売上の増加等により、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ、

7.8％増の1,059百万円となりました。また、営業損益は同社の収益化の遅れていることを主要因として65百万円の

営業損失となりました。

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた事項はありません。

(3）研究開発活動

　　該当事項はありません。

(4）従業員数

　　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの従業員数（臨時従業員数）は、前連結会計年度より36名

（66名）増加し、218名（136名）となっております。これは、主にインドネシア共和国の生産拠点において、本格

稼働に向けて増員を行ったためであります。なお、従業員数は就業人員（グループ外から当社グループへの出向者

含む）であり、臨時従業員（派遣社員及びパートタイマー）は、平均人員を外数で記載しております。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成27年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年８月６日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 10,000,000 10,000,000
東京証券取引所

（市場第二部）
単元株式数1,000株

計 10,000,000 10,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
 

（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成27年４月１日～

平成27年６月30日
－ 10,000,000 － 820,000 － 697,400

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成27年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式

933,000

－ 単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他）
普通株式

9,055,000
9,055 同上

単元未満株式
普通株式

12,000
－ 一単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 10,000,000 － －

総株主の議決権 － 9,055 －

 

②【自己株式等】

平成27年３月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

堺商事株式会社

大阪市中央区

久太郎町２丁目４番11号
933,000 － 933,000 9.33

計 － 933,000 － 933,000 9.33

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、ひびき監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,417,652 3,281,673

受取手形及び売掛金 9,088,143 9,408,644

商品及び製品 1,783,677 1,626,370

仕掛品 25,254 14,756

原材料 73,868 60,011

その他 230,376 324,437

貸倒引当金 △2,220 △2,027

流動資産合計 14,616,752 14,713,866

固定資産   

有形固定資産 1,497,278 1,906,390

無形固定資産 37,045 33,665

投資その他の資産   

その他 610,112 654,085

貸倒引当金 △31,541 △31,206

投資その他の資産合計 578,570 622,878

固定資産合計 2,112,894 2,562,934

資産合計 16,729,646 17,276,801

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,401,490 7,770,613

短期借入金 1,237,638 1,349,832

未払法人税等 160,209 62,414

引当金 78,773 46,167

その他 140,203 352,017

流動負債合計 9,018,314 9,581,045

固定負債   

長期借入金 645,803 611,772

引当金 46,775 -

退職給付に係る負債 1,291 1,287

その他 127,483 192,749

固定負債合計 821,354 805,808

負債合計 9,839,669 10,386,854

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,471 697,471

利益剰余金 4,848,914 4,877,788

自己株式 △189,062 △189,062

株主資本合計 6,177,324 6,206,198

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 150,656 173,287

繰延ヘッジ損益 △2,578 △2,686

為替換算調整勘定 274,890 266,188

その他の包括利益累計額合計 422,968 436,789

非支配株主持分 289,684 246,959

純資産合計 6,889,977 6,889,947

負債純資産合計 16,729,646 17,276,801
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 9,631,835 9,305,624

売上原価 9,052,007 8,771,480

売上総利益 579,827 534,143

販売費及び一般管理費 455,378 459,515

営業利益 124,449 74,627

営業外収益   

受取利息 1,705 2,037

受取配当金 4,264 4,582

作業くず売却益 5,268 15,494

為替差益 1,285 8,201

その他 498 700

営業外収益合計 13,022 31,017

営業外費用   

支払利息 7,093 7,761

支払保証料 7,724 12,169

売上割引 5,029 5,702

その他 3,351 709

営業外費用合計 23,199 26,343

経常利益 114,272 79,302

税金等調整前四半期純利益 114,272 79,302

法人税等 56,446 55,597

四半期純利益 57,826 23,704

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △22,853 △41,436

親会社株主に帰属する四半期純利益 80,679 65,140
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

四半期純利益 57,826 23,704

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,199 22,631

繰延ヘッジ損益 △2,526 △107

為替換算調整勘定 △30,597 △9,991

その他の包括利益合計 △37,323 12,532

四半期包括利益 20,502 36,236

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 48,425 78,961

非支配株主に係る四半期包括利益 △27,922 △42,725
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年

９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株

主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結

会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　有形固定資産の減価償却方法については、従来、当社は定率法、在外連結子会社は主として定率法を採用しており

ましたが、当第１四半期連結会計期間より当社及び在外連結子会社において定額法に変更しております。

　これは、親会社グループにおいて国内及び海外事業における多額の設備投資の実施を契機としてグループ内の会計

処理の統一が検討されたことに伴い、当社グループの有形固定資産において今後の使用形態をより適切に反映し、ま

た、原価配分をより適切に損益に反映させるため、定額法が望ましい方法であるとの判断から実施するものでありま

す。

　これにより、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ10,340千

円増加しております。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

　１　輸出割引手形

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成27年６月30日）

輸出手形割引高 8,065千円 23,510千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次の通りであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日

至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成27年４月１日

至　平成27年６月30日）

　減価償却費 27,320千円 20,781千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月７日

取締役会
普通株式 36,266 4.00 平成26年３月31日 平成26年６月４日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　　当第１四半期連結累計期間における剰余金の配当については、「１．配当に関する事項」に記載しており

ます。なお、この他に該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月12日

取締役会
普通株式 36,266 4.00 平成27年３月31日 平成27年６月３日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　　当第１四半期連結累計期間における剰余金の配当については、「１．配当に関する事項」に記載しており

ます。なお、この他に該当事項はありません。

EDINET提出書類

堺商事株式会社(E02772)

四半期報告書

11/15



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 国内法人 在外法人 合計
調整額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２

売上高      

外部顧客への売上高 8,649,152 982,682 9,631,835 － 9,631,835

セグメント間の内部

売上高又は振替高
527,765 160,514 688,280 △688,280 －

計 9,176,917 1,143,197 10,320,115 △688,280 9,631,835

セグメント利益又は損失

（△）
131,555 △15,503 116,052 8,397 124,449

　　（注）１　セグメント利益又は損失（△）の調整額8,397千円は、セグメント間取引消去であります。

　　２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 国内法人 在外法人 合計
調整額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２

売上高      

外部顧客への売上高 8,246,414 1,059,209 9,305,624 － 9,305,624

セグメント間の内部

売上高又は振替高
584,428 278,469 862,897 △862,897 －

計 8,830,842 1,337,679 10,168,521 △862,897 9,305,624

セグメント利益又は損失

（△）
128,362 △65,921 62,441 12,186 74,627

　　（注）１　セグメント利益又は損失（△）の調整額12,186千円は、セグメント間取引消去であります。

　　２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

 

２.報告セグメントの変更等に関する事項

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載の通り、有形固定資産の減価

償却方法については、従来、当社は定率法、在外連結子会社は主として定率法を採用しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より当社及び在外連結子会社において定額法に変更しております。これに伴

い、従来の方法によった場合と比べて、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益が国内法人で599千円

増加し、セグメント損失が在外法人で9,740千円減少しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

１株当たり四半期純利益 8円90銭 7円18銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 80,679 65,140

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益（千円）
80,679 65,140

普通株式の期中平均株式数（株） 9,066,733 9,066,733

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

平成27年５月12日開催の取締役会において、次の通り剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

　１．配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　36,266千円

　２．１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　4円00銭

　３．支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　平成27年６月３日

　（注）平成27年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成27年８月６日

堺商事株式会社  

 取締役会　御中  

 

 ひびき監査法人  
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 坂 　東 　和　 宏　　㊞

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 富 　田 　雅　 彦　　㊞

 

 業務執行社員 公認会計士 松 　本 　勝　 幸　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている堺商事株式会社

の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平成27

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、堺商事株式会社及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

 

強調事項

　会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び在外子会社は、従

来、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用していたが、当第１四半期連結会計期間より定額法に

変更している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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